
観光消費による経済波及効果等に係る調査等業務委託 

公募仕様書 

 

 本仕様書は、沼津市が「観光消費による経済波及効果等に係る調査等業務委託」の受注者

を公募するに当たり、基本的事項について定めるものである。 

 

１ 業務委託名 

観光消費による経済波及効果等に係る調査等業務委託 

 

２ 業務目的 

本業務は、本市を舞台とした映像作品『ラブライブ！サンシャイン!!』（以下、同作品とい

う）を動因として本市を訪れる観光入込客等による本市内での消費（観光消費）に基づき、

具体的な経済波及効果等を調査・検証することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

 契約締結日から平成３０年３月３０日（金）まで 

 

４ 業務内容 

 本業務は原則、以下の内容について調査を行うものとする。 

①  視聴者向けアンケート調査 

同作品を視聴したことを契機に沼津市を訪問した観光客に対し、訪問時の消費額・用途

等を把握する。 

②  民間事業者向けアンケート調査 

同作品による観光客数の増加・売上額の増加について実感があるか等を調査する。 

③  他事例との比較研究 

 受託事業者の持つ統計情報や専門的知見等に基づき、国内の他自治体における類似事例

との比較研究を行う。 

④  経済波及効果の提言 

アンケート調査及び比較研究をもとに、同作品を視聴し本市を訪問した観光客がいかな

る用途でいかなる費用を使用しているか等を確認し、同作品による経済波及効果等につい

て、産業連関表等を使用することにより検証・提言を行う。 

 

５ 調査条件 

 上記業務内容について、以下の条件に基づき実施するものとする。 

①  視聴者向けアンケート調査 

  ア 対象者は同作品に興味のある日本国内の男女とする（調査状況に応じ、外国人

を含めるものとする）。 

  イ 設問数 20問以上とすること。 



  ウ 質問項目に「訪問時の費用、用途」を含めること。 

  エ 質問項目に「該当者の性別、年齢、居住地、配偶者の有無」等の基礎的項目を含

めること。 

  オ 本市を訪問していない視聴者はどのようなインセンティブがあれば訪問するの

かを明らかにすること。 

  カ インターネット調査あるいは実地調査のうち、サンプル数を得るために実効性

の高い手法を採用すること。 

  キ サンプル数 1,000人以上とすること。 

②  民間事業者向けアンケート調査 

ア 対象者は、沼津市に本社所在地を置く飲食店・道路旅客運送業・旅館業等事業者 

とする。 

イ 設問数 15問以上とすること。 

ウ 質問項目に「同作品の影響による観光入込客数の増加・売上額の上昇の実感があ

るか」を含めること。 

エ 訪問調査あるいは郵送調査のうち、サンプル数を得るために実効性の高い手法

を採用すること。 

オ サンプル数 15社（訪問調査）もしくは 80社（郵送調査）以上とすること。 

③  他事例との比較研究 

分析にあたっては、受託事業者が持つ統計情報、専門的知見等に基づき作成するものと

する。アニメーション作品を動因とする観光行動、アニメツーリズムに係る他自治体等の

先例と、本市の事象を比較研究し具体的な提言を行うこと。 

④  経済波及効果の提言 

    ・産業連関表を使用し検証を行うこと。産業連関表については、本市の有するシス

テムを活用することも可とする。 

    ・①及び②の調査結果を元に、個々の項目を体系的にまとめた、実効性の高い内容

とすること。 

※③については、本項目で併せて提言することも可とする。 

  

６ 委託者への報告 

  履行開始時、中間、完了前の３回、その時点で作成している資料をもって報告する。そ

れぞれ事後に議事要旨を作成する。この他必要に応じ適宜委託者との連絡を密に取り履行

にあたる。 

 

７ 貸与資料 

委託者は受託者の求めに応じて、提供が可能と認められる各種資料を受託者に貸与する。

貸与・提供のない資料については、受託者がその責任のもとにこれを収集するほか可能な方

法で業務を進める。 

受領した資料等は取り扱いに注意し、委託者の許可なく公表・使用はできないものとする。 



受託者は、業務終了後に速やかに貸与された資料を返却しなければならない。 

 

８ 成果品 

 成果品は、紙媒体及び電子媒体にて提出する。なお、調査の過程において、ここに定めが

なく成果品とすべき事項が発生した場合については、委託者と受託者の協議により可能な範

囲で対応を行うものとする。 

（１） 成果品一覧 

① 視聴者向けアンケート調査 報告書 

② 民間事業者向けアンケート調査 報告書 

③ 他事例との比較研究 報告書 

※③は単独の報告書を作成せず、④に含めることも可とする。 

④ 全体報告書 

視聴者向けアンケート調査、民間事業者向けアンケート調査、他事例との比較研究及

び経済波及効果の提言を含む調査報告書（概要版レベルのもの） 

⑤ 議事要旨 

  ⑥ 電子データ（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ） 

（２）成果品提出概要 

成果品はファイル綴じとし、３部提出する。電子データ格納ＣＤ－ＲまたはＤＶＤは１部

提出する。 

提出期限   平成３０年３月３０日（金） 

提出先    沼津市産業振興部観光戦略課 シティプロモーション係 

 

９ その他 

（１）本業務は、沼津市業務委託契約約款に基づき、契約を履行する。 

（２）沼津市業務委託契約約款第５条に基づき、再委託をする場合は、再委託先が本契約の

各条項を遵守するよう管理監督するものとして、委託者に対し一切の責任を負うものと

する。 

（３）本仕様書に記載の業務内容は、企画公募提案による受託者選定のために設定したもの

であり、実際の委託契約の仕様書と異なる場合がある。 

（４）成果品に関する著作権及びそれに類する一切の権利は委託者に帰属するものとする。 

（５）本仕様書に記載のない事項または本仕様書に疑義が生じた場合は、委託者及び受託者

が協議の上定めるものとする。 

 

以上  


